賃 貸 借 契 約 書（長期継続契約）
　白山市（以下「発注者」という。）と　　　（以下「受注者」という。）とは下記の条項により、白山市電子計算機器（以下「物件」という。）の賃貸借に関する契約を締結する。

（契約の目的）

第1条 この契約は、発注者が受注者に対し、物件を賃貸借することを目的とする。

（機種及び設置場所）

第2条 発注者が受注者から賃貸する物件の機種及び設置場所は下記記載のとおりとする。

機　　種　　　　別紙仕様書のとおり
設置場所　　　　別紙仕様書のとおり
（賃貸借期間）

第3条 契約期間は、令和　９年　１月　１日から令和１３年１２月３１日までとする。

（賃貸借料金）

第4条 賃貸借料金は、月額金　　　　　　円（うち、取引に係る消費税及び地方消費税額は、月額金　　　　　　　　円）とする。
（賃貸借料金の請求）

第5条 受注者は、第４条に定める賃貸借料金をそれぞれ当該月の翌月の初めに、発注者に請求するものとする。

２　前項の賃貸借料金の計算は、月の初日から末日までを１月分として計算するものとする。この場合において当該月の使用が１月に満たないときは当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。

（賃貸借料金の支払）

第6条 発注者は、受注者から前条による請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に支払わなければならない。

２　発注者は、自己の責に帰すべき事由により賃貸借料金の支払いを遅延した場合、受注者に対し、前項の期間満了の翌日から支払の日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第8条第1項の規定に基づく財務大臣の告示による割合で遅延利息を加算して支払うものとする。
３　この契約締結後、消費税法（昭和63年法律第108号）等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を変更することなく賃貸借料金に相当額を加減して支払うものとする。

（物件の搬入出等）

第7条 物件の搬入及び設置、又は搬出（以下「搬入出等」という。）は、発注者の指示により受注者の責任において行い、搬入出等に要する費用は、受注者が負担しなければならない。
（権利義務の譲渡等の制限）

第8条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。

（物件の所有権）

第9条 この物件の所有権は、受注者に帰属し、発注者はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければならない。

２　発注者は、この物件が受注者の所有であることを示す表示等を棄損するなど、この物件の原状を変更するような行為をしてはならない。
（物件の原状変更）

第10条 発注者は、物件の一部を取替え、若しくは改造し、又は物件の一部に機械、器具等を取り付ける場合は、受注者の承諾を受けなければならない。
２　発注者は、前項に掲げる行為をするときは、その費用を負担するものとする。
（設置場所の変更）

第11条 発注者が第2条に定めるこの物件の設置場所を変更する場合、発注者は予め受注者に通知し、受注者の承認を得なければならない。

２　前項の場合、物件の移動は受注者が実施するものとし、受注者はこの場合に要する費用を発注者に請求することができる。

（物件の譲渡等の禁止）

第12条 発注者は、物件を第三者に譲渡し、若しくは使用させ、又は受注者の所有権を侵害するような行為をしてはならない。ただし、受注者の承諾を得たときはこの限りではない。
（公租公課）

第13条 この物件に係る公租公課は、受注者が負担するものとする。
（保険）

第14条 受注者は、賃貸借期間中、受注者を被保険者として、受注者の費用で物件に保険を付さなければならない。

（損害賠償）

第15条 発注者が故意または重過失によってこの物件に損害を与えた場合、受注者は、その賠償を発注者に請求することができる。

２　前項の場合において、前条の保険で補償された損害に対して、受注者は、発注者に対し保険が適用された部分の損害を請求することができない。

（物件の引き渡し）

第16条 発注者及び受注者は、賃貸借期間が満了したときは、契約書記載の措置に従って、速やかに物件の所有権移転の手続きを行わなければならない。
２　物件の所有権は、賃貸借期間満了日をもって、受注者から発注者へ移転するものとする。
（機密の保持）

第17条 受注者は、発注者の業務上の機密を外部に漏らしたり、または、他の目的に利用してはならない。

（契約の解除）

第18条 発注者及び受注者は、本契約に違反し、または違反する恐れのあるとき、若しくは正当な理由がなく義務を履行しないときは、２ヶ月前に書面をもって相手方に通知することにより、この契約を解除することができる。

２　前項によりこの契約が解除された場合、受注者はこの物件を速やかに引き取るものとする。また、発注者及び受注者はこの契約の解除により被る相手方の損害について、その責を負わないものとする。

（予算の減額又は削除に伴う解除等）

第19条 この契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除する事ができる。

２　前項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度開始日の２ヶ月前までに受注者に通知しなければならない。

（協議解除）

第20条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除する事ができる。

（契約解除に伴う措置）

第21条 前二条の規定によりこの契約が変更又は解除された場合において、既に履行された部分があるときは、発注者は当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。

２　前一条の規定によりこの契約が解除された場合、発注者は、物件を速やかに受注者に返還しなければならない。
３　発注者は、前項により物件を返還するときは、この物件の通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、受注者が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
４　前二条の規定によりこの契約が変更又は解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は受注者に対して損害賠償の責を負う。この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

（その他）

第22条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議の上これを定めるものとする。

この契約の証として本書２通を作成し、発注者と受注者とが記名捺印の上各自１通保有する。

令 和　８年　　月　　日

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　発　注　者
　　　　　　　　　　　　　　　　石川県白山市
白山市長　　　　　　　田　村　敏　和　　　　 eq \o\ac(○,印)
　　　　　　　　　　　　　　　　受　注　者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
